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I 居住者。非居住者等の課税の概要

所得税法における居住者・非居住者等の課税の概要は、次のとおりである。

なお、消費税法は、所得税法と異なり、居住者と非居住者により課税範囲や申告方法について区別をしていない。

居住者・非居住者の区分について

住所･居所の有無、日本国籍の有無及び日本国内に住所又は居所を有していた期間により、個人を「非永住者以外の居住者｣、「非永住者｣、

1

｢非居住者」の3つに区分する。

【参考】
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2居住形態別の課税所得の範囲について

居住者（非永住者以外の居住者・非永住者）

おり、課税所得の範囲は異なる。

非居住者の別、国内源泉所得・国外源泉所得の別、国内払・国外払の別により、次表のと
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3非居住者に係る課税関係

居住者は原則として総合課税の方法により課税されるのに対して、非居住者の場合には恒久的施設の有無

場合には、恒久的施設に帰属する所得か否か）や所得の種類によって課税の方法が異なっている。

次表は、非居住者に係る課税関係の概要である（所法161①各号） 。

(恒久的施設を有する

【非居住者に係る課税関係の概要】

恒久的施設を有する者
恒久的施設を有しない者
（所法184①二、
②二）

源泉徴収
啄拳認2の
副3金）

恒久的施設帰属所得

（所法184①一イ）

その他の国内源泉所得
(所法164①一ロ、②一）
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＝(事業所得） 【課税対象外】
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居住形態ごとの所得控除及び税額控除の適用

居住者・非居住者の別により、適用できる所得控除及び税額控除の範囲は異なる。

4

【参考】

(il) 非居住者については、所得税法第172条の規定に基づく
申告を行うとき又は退職所得の選択課税申告書を提出する
ときには、所得控除・税額控除の適用はない。

(注2） 左表内の表示は次のとおり。

○…適用あり

×…適用なし。
●…非居住者期間については､日本国内に有する資産につ
いてのみ適用あり。

△…居住者期間の支払分については適用あり。
▲…次の時期の現況で扶養親族等と判定される場合は､適
用あり。

・非居住者から居住者に変更となる場合：その年の12
月31日の現況による。

・居住者から非居住者に変更となる場合：以下のとお
り。

i 納税管理人を定めない場合は、出国時の現況に
よる。

、納税管理人を定める場合は、その年の12月31
日の現況による。

□…恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に係る所得税
の額のうち、国外所得金額に対応する金額を限度と
して適用あり。

■…適用に当たっては､非居住者期間の恒久的施設帰属所
得に係る所得の金額に係る所得税の額のうち、国外
所得金額に対応する金額を限度として適用あり。
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○
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納税地の判定等

納税地とは、納税者の申告・申請等の諸手続を行う場所及び税務署長の更正、決定等の処分に関する所轄官庁を定める基準となる場所を

いい、原則、その者の住所地とされているが、所得税法ではそれぞれの納税者の形態に応じ次のように取り扱うこととされている。

5

6納税管理人の届出書等

納税者が日本国内に住所又は居所を有しなくなる場合において、出国後も納税申告書の提出、所得税等の納付又は還付金の受領等、国税

に関する事項を処理する必要があるときは、住所又は居所を有しなくなるときまでに納税管理人を定め、納税者の納税地を所轄する税務署

長にその旨を届け出なければならない（通法117①②)。

なお、納税管理人の届出書を提出せずに国内に住所又は居所を有しなくなる場合には、その住所又は居所を有しなくなるときまでに申告

及び納税をしなければならないこととされており、当該申告書が提出された場合には、申告書第一表上部等の余白に「出国予定日○年○月

○日」及び出国後の住所を記載する。

-5-

形態 納税地
●

① 国内に住所を有する場合 その住所地（所法15－）

② 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地（所法15二）

③
国内に住所及び居所を有せず、恒久的施設を有する非居住者である場合 その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所等の所在地

(所法15三）

④
上記③に掲げる非居住者以外の非居住者で、その納税地とされていた住所又は

居所にその者の親族等が引き続きその者に代わって居住している場合

その納税地とされていた場所（所法15四）

⑤ 上記①～④以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地（所法15五）

⑥
上記①～⑤により納税地を定められていた個人がそのいずれにも該当しないこ

ととなった場合

その該当しないこととなった時の直前において納税地であ

った場所（所令54－）

⑦ 上記①～⑥以外で、その者が国に対し所得税の申告・請求等の行為を行う場合 その者が選択した場所（所令54二）

⑧ 上記のいずれにも該当しない場合 麹町税務署の管轄区域内の場所（所令54三）



在留管理制度について

平成24年7月9日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特

例法の一部を改正する等の法律」 （以下「平24改正入管法」という｡）が施行され、外国人登録法が廃止された。これにより従来の外国人

登録制度も廃止され、現在の在留管理制度となったため、次の内容に留意する。
(1)在留管理制度

現在の在留管理制度においては、中長期間在留する外国人は住民基本台帳制度に加わり、 日本人と同様に住民票に記載の上、 「在留カ

ード」が交付される（特別永住者には「特別永住者証明書」が交付される｡)。

(2)在留カード

平24改正入管法施行後に入国した外国人に対しては、在留カードが交付される。

なお、平24改正入管法施行前に外国人登録証明書を所持している場合において、平成27年7月8日まではその外国人登録証明書を在

留カードとみなしていたが、それ以降、外国人登録証を在留カードとみなすことはできないことに留意する。

おって、在留カード（参考1）は、常に携帯する必要がある（特別永住者証明書は携帯義務なし｡)。

7

【参考1】在留カードの様式（法務省ホームページより抜粋）

－6－



(3)外国人登録原票

平24改正入管法施行後、外国人登録原票は市区町村から法務省へ順次送付されている。こ．れにより、外国人登録原票等の照会先は出

入国在留管理庁となる。

なお、外国人登録原票の記載事項は、外国人登録法が廃止された日以降、内容は更新されないことに留意する。

【参考2】記載事項の比較

号r一 変更点

、
外国人登録原票

勇釜?議駆諒冒塞尉

特別永住者証明書

鰻合勇･壼鍬壷籠霊｝

住民票（外国人）

（霞会先皇各市釘村〉

在留カード
q

囑塞.議鯉鍾留塞罰
項目

ﾄ

外国人登録番号 ○１
－
２
－
８

外国人登録の年月日 ○

氏名 ○ ○ ○○

出生の年月日 ○ ○ ○ ○4

○

×

○

|灘灘鍵脅議
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|§蕊鍵寧蕊
|…
|鍵箪鐵鍵灘

○

×

鍵鍵議脅議議

議灘雫鍵蕊
議鍵蕊蕊

蕊蕊議驚議羅

男女の別 ○ ○ ○兵
…

○6 写真 ○ ○
令

国籍 ○ ○ ○７
’
８
－
９

鍵蕊譲議蕊議鶏菖：鍵蕊鍵繍灘議灘謬藩鱸国籍の属する国における住所又は居所 ○

鍵議鍵静鴬鍵脅議 騨議蕊 識§鶏蕊議瀞出生地 ○ 蕊蕊欝 ぷ顎汰辛 ､…

驚霧譲
霧
鐸
一

露
員
泌》 議議議蕊蕊譲患ゞ10 職業 ○

溌蕊曹蕊蕊鍵蕊鍵灘豊:騨罵§鍵…嘗鶏…!“旅券番号Ⅲ
｜
吃
一
旧
一
Ｍ

○

灘鶏鍵灘議灘鍵：蕊議灘患 蕊患鴛蔑蕊蕊
、

旅券発行の年月日 ○

…灘鍵灘繍;寄溌字蒙繍, 』 蕊鍵 鴬×ゞ
":…上陸許可の年月日 ○

１
１
Ｉ

在留の資格 ○ ○
一
○

○ ×
｜
×在留期間15 ○ ○

、

居住地16 ○ ○ ○ ○

17 世帯主の氏名 ○ ○ ××

18 世帯主との続柄 ○ ○ ××
■

（世帯主である場合）

世帯構成員の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
19 ○ ○ × ×

謬蕊’ﾐ零灘鍵鍵鍵譲學｡灘蕊驚鶴鶏蕊議 驚鍵鍵霧識雫y騨導本邦にある父母及び配偶者の氏名、出生の年月日及び国籍20 ○
’
四 …鉾繍…；諭蕊髭､勤務所又は事務所の名称及び所在地 ○

(注） 網掛け部分については、照会等によって把握することができないことに留意する。
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【参考3】在留カードについてのQ&A
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Question
｡

Answer

在留カードの交付対象者はどのような者か 次のいずれにも当てはまらない者が対象となる。

・ 3月以下の在留期間が決定した者

･短期滞在の在留資格が決定した者

･外交又は公用の在留資格が決定した者

・これらの外国人に準ずる者として法務省令で定める者

．特別永住者

･在留資格を有しない者

在留カードと外国人登録証明書の大きな違いは何か ＜在留カード＞

･交付対象者を中長期在留者に限定

･就労可否の判断が容易

･記載事項の正確性を確保

･記載事項を削減

外国人登録証明書から在留カードへの切替手続きはどのように行うか 地方出入国在留管理局の窓口へ申請する。原則としてその日のうちに在留カードへの切替えが可能である。

外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替手続きはどのように行うか 市区町村の窓口への申請に基づき、後日、同窓口にて交付される。即日交付はされない。

'外国人登録証明書と在留カードの記載内容の違いは何か 外国人登録証明書 在留カード

(共通の記載内容） ・氏名 ・生年月日 ・性別 ・国籍等 ・居住地 ・在留資格

･次回確認申請期間

･本人の署名

･外国人登録番号

･交付年月日

･パスポート番号

･パスポート発行日

･上陸許可日

･世帯主等

･出生地

･在留期間

･在留期間の満了日

･在留カードの番号

･在留カードの交付年月日

･在留カードの有効期限

･就労制限の有無



Ⅱ 申告指導事務

1 所得税申告書の作成に当たっての留意事項

所得税申告書の作成ついては、特に次の点に留意する。

なお、申告書等の代筆は、原則として行わない。

（1） 「税務署長」欄

外国人納税者が所轄署以外の署に来場した場合、提出を要する添付書類等があるときは、所轄署へ提出するよう指導するとともに、や

むを得ず収受した場合は、所轄署へ移送する旨を納税者に伝え、所要の処理を行う。

（2） 「住所」 ・「生年月日」・ 「電話番号」 ・ 「職業」欄

記載漏れがないようにする。

■■■■■
(3) 「氏名」欄

/r Last(姓)、First(名)、Middle(イニシャルのみ)の順で記載する。その際には在留カード・特別永住者証明書（以下「在留カード等」

という｡）のいずれかの提示を受け、その順番どおりになっているかどうかを確認することとするが、当該在留カード等の提示につい

ては、協力を求めるものであって強制することのないよう留意する。

ロ書面で申告書を作成する場合は、活字体で記入した上、必ず署名を求める。

2 「在留カード」等による氏名等の確認

（1）確定申告書等の記載内容との照合

外国人は、原則として常に在留カードを携帯することとされているため（特別永住者証明書に切り替えている場合を除く。)、本人に協

力を求めてその提示を受け、確定申告書や「居住形態等に関する確認書」 （別添1 ：個⑦008）に記載されている住所(居所)、氏名、在留

資格、在留カード番号等について、在留カード等に記載されている内容と相違がないか必ず照合する。

なお､外国人登録（住民基本台帳への登録）がなされていない者又は登録の内容と異なっている者に対しては、住民基本台帳への登録

又は訂正登録を了した後でなければ所得税等の還付が受けられない場合があるなど説明し､当該手続きを行った上で申告するよう指導す

る。

在留カードは地方出入国在留管理局へ申請すると、通常、即日交付される。

（2） 源泉徴収票の記載内容との照合

外国人納税者が給与所得者である場合には、上記(1)と同様、在留カード等の提示について協力を求め、源泉徴収票に記載の住所､氏名、
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生年月日等との照合を必ず行う。

なお、源泉徴収票の提出は不要（更正の請求書等を提出する場合を除く｡）であるが、所得税法上、申告書第二表の「所得の内訳

（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄の記載が求められていることから、確実に記載（入力）するよう指導する。

イ氏名が異なっている場合の処理

源泉徴収票に氏名が記載されていない、又は記載があっても通称名で記載されている等、源泉徴収票と在留カード等との記載内容が

異なる場合には、正しい氏名を記載した源泉徴収票の再発行を受けた上で申告するよう指導する。

なお、在留カード等に通称名は記載されないことに留意する。

ロ住所が異なっている場合の処理

源泉徴収票に住所が記載されていない、又は記載があっても在留カード等の住所と異なっている場合には、訂正等すべき書類（源泉

徴収票は源泉徴収義務者、在留カード等は地方出入国在留管理局）の訂正等を行った上で、申告するよう指導するか、源泉徴収票に記

載された住所に実際に居住していたことを確認できる書類（アパートの賃貸借契約書、水道光熱費の領収証等）の提示を求める。

3居住形態等に関する確認書の作成

その年において非永住者であった期間を有する者が確定申告書を提出する場合には､居住形態等に関する確認書を添付しなければならな

い(所法120⑦、所規47の4）とされているが、それ以外の者であっても、外国人納税者は、居住形態等の状況により、課税所得の範囲や

課税方法が異なることから、可能な限り、居住形態等に関する確認書の作成を求める。

その記載に当たっては、該当する事項を正確に記載するよう指導するとともに、納税者に対して在留カード等の提示を求め、登録された

住所(居所)、氏名、在留資格等を確認する。

なお、複数年分の申告書作成を行う場合は、それぞれの年分の居住形態等に関する確認書の作成が必要であることに留意する。

おって、申告指導を行った際にこれらの確認を了した後には、居住形態等に関する確認書の「氏名」欄の右側上部に赤で「し印」を付し、

確認を行ったことが分かるようにしておく。

（1）居住形態等に関する確認書の記載に当たっての注意事項

居住形態等に関する確認書については、次の項目欄に誤りが多く見られることから、記載の指導に当たっては特に注意する。

イ 「国籍」欄については、

ロ 「在留カード番号等」揃

載させる。

ハ 「1(1)当初の入国年月l

記載させる。

その他の場合は、直近0

欄

日

直近の

確実に記載させる。

在留カード又は特別永住者証明書の取得者は、在留カード番号又は特別永住者証明書番号を記については、

欄については、一時的に出国して再度入国した場合は、再入国した年月日ではなく、最初の入国年月日を」

入国年月日を記載させる。
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＝ 「1(2)在留資格、 (3)在留期間」欄については、現在の在留資格及び在留期間を記載させる。

ホ 「3(1)出国の期間、 (2)出国の目的」欄については、滞在日数により国内源泉所得の金額をあん分計算しなければならない場合がある

ため、年に数回出国している場合には、それぞれの出国の期間及び目的を記載させる。

へ 「5」欄については、非永住者の申告すべき国外源泉所得の有無の確認のために必要であることから、確実に記載させる（所規47

の4①四)。

卜 「住所又は居所を有していた期間の確認表」については、裏面の「『住所又は居所を有していた期間の確認表』の記載について」の

とおり、パスポートに記録されている出入国の履歴や､在留カード等の写しに記載された在留期間などにより確認させた上で記載させ

る。

(2) 居住形態等の判定に当たっての注意事項

イ 「居住者」 ・ 「非居住者」の判定に当たっては、まず居住形態等に関する確認書に記載されている「当初の入国年月日」から、居住期

間を確認する。

具体的には、国内に住所を有しない者が日本に入国した場合、入国の日の翌日から1年を経過する日までは「非居住者」となり、 1

年を経過する日の翌日以降は「居住者」 となる（所基通2－3)。ただし、事業を営む又は職業に従事するため国内に居住することと

なった者については、国内における在留期間が契約等によってあらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、入国の日から居

住者となる（所令14①一、所基通3-3)ことから、雇用契約又は派遣契約等の内容を聴取の上、居住形態を判定する必要がある。

ロ認められた期間以上に不法に滞在・就労している者についても、 1年以上居所を有する場合は居住者としての課税を受けることに留

意する（所法2①三)。

これらの不法滞在者については、源泉徴収義務者の誤った判断等により非居住者として税率20.42％による源泉徴収をされているこ

とが多いことから、源泉徴収票の税額等を十分に確認する必要がある。

ハ 「在留資格」が外交、公用、教授、研究、教育、留学、就学及び研修である場合には、租税条約等の適用により免税となる場合があ

ることに留意する。

4国外居住扶養親族に係る扶養控除等関係書類の添付義務化

非居住者である親族（以下「国外居住親族」 という｡）に係る障害者控除、配偶者（特別）控除及び扶養控除（以下「扶養控除等」 とい

う｡）の適用を年末調整で受けていない場合において、国外居住親族に係る扶養控除等を確定申告で受ける場合には、当該国外居住親族に

係る各人別の次の書類の提出又は提示をする必要があることに留意する。

なお、各書類について、外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要となることに留意する。

おって、提示の場合は、職員が するとともに、提出又は提示を受けた書類について、送金先（国

外居住親族名)、送金額（38万円以上であること）等を十分に確認すること。
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(1) 令和5年1月1日以後に、国外居住親族に係る扶養控除等を受ける場合

(Xl) 「戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券（パスポート）の写し」又は「外国政府等が発行した書類で、非居住者である親族

の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの」

(X2)その年において、 「金融機関の発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により親族に支払をしたことを明らかにする書類」又は「クレジットカード会社が発行

した書類又はその写しで、非居住者が生活費等のためにクレジットカード（いわゆる家族カード）使用した利用代金を明らかにする書類」

(X3) 「外国における査証（ビザ）に類する書類の写し」又は「外国における在留カードに相当する書類の写し」

（粥4）送金関係書類のうち、送金等金額が38万円以上であることを明らかにする書類

(2) 令和4年12月31日以前に、国外居住親族に係る扶養控除等を受ける場合

「親族関係書類」 （旅券の写しを除き、原本が必要｡）及び「送金等関係書類」を提出又は提示する必要がある。

5長期滞在者、不法滞在者に対する課税上の留意点

外国人の中には1年を超えて日本に滞在する者も多く、それらの者の中には当初認められた期間を超えて不法に日本に在留している者も

少なからず存在する。しかし、不法滞在者であっても、国内に引き続き1年以上居所を有する者は所得税法上の居住者となることから、こ

れらの者の申告指導等に際しては、次の点に留意する。

（1）入国後1年を経過する日までの非居住者期間の給与については、税率20.42％による源泉分離課税の方法により所得税が課税され、課

税関係が終了することとされているため、確定申告による所得税の還付を受けることができない｡

（2） 入国後1年を経過する日の翌日以降の給与収入については、居住者としての課税を受けることとなるため、 1年間の給与収入の総額を

源泉徴収票に記載している場合には､源泉徴収義務者から非居住者期間の給与収入等を控除した居住者期間の給与収入のみについて計算

された源泉徴収票の再発行を受け、その後に申告するよう指導する。

－12－

非居住者である親族の年齢等の区分 提出又は提示を要する書類

16歳以上30歳未満又は70歳以上 ｢親族関係書類」 (燕,） ｢送金関係書類」 (蕊2）

30歳

以上

70歳

未満

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

②障害者

③申告者からその年において生活費又は教育費に充て

るための支払を38万円以上受けている者

｢親族関係書類」

及び

｢留学ビザ等関係書類」 (※3）

｢親族関係書類」

｢親族関係書類」

｢送金関係書類」

｢送金関係書類」

｢38万円送金書類」 (※4》



6 日本語及び英語の通じない外国人に対する対応

申告相談の際には、双方の十分な意思疎通を図る必要があることから、 日本語及び英語の通じない者に通訳又は勤務先の関係者などで職

員と意思疎通を図ることができる者を同行するよう求める。

なお、これらの外国人が単独で来署し、通訳等の同行を求める旨の意思も伝わらない場合は、次の施設において、英語のほか各種外国語

での問い合わせを受け付けていることから、電話により通訳を求めて、来署した外国人に当局の意向を伝えてもらうよう依頼する。

(出典）出入国在留管理庁ホームページ等（令和5年10月末現在）

7退職所得の選択課税について

非居住者が支払を受ける国内源泉所得の規定に該当する退職手当等については、その支払の際に源泉徴収（20.42％）が行われるが、受

給者本人の選択により、退職に基づいてその年中に支払われる退職手当等の総額を居住者が受けたものとみなして、居住者と同様の課税を

受けることもできる（所法171)。

これは「退職所得についての選択課税」といわれる制度で、長年、国内で勤務した者が海外支店への転勤などにより非居住者となったと

ことで退職した場合に、国内勤務のまま退職した者と比較して税負担が高額となることのないよう、その調整を図るために設けられた制度

である。

この場合、退職手当等の受給者である非居住者は、源泉徴収された税額の精算のために退職手当等の支払を受けた翌年1月1日（その日
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施設名等 電話番号 対応可能な外国語

東京

出入国在留

管理局

外国人在留総合

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（東京）

外国人在留総合

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（横浜）

0570-013904

03-5796-7112

(平日8：30～17： 15）

英語、中国語、

韓国語、スペイン語

ポルトガル語等

外国人総合相談

支援センター（新宿）

〆 03-3202-5535

(平日9：00～16：00）

※第2．4水曜日は除く

英語、中国語（月～金）

ポルトガル語（月・火・水）

スペイン語（月・火・水）

インドネシア語（火）

ベトナム語（月・水）

タガログ語（金）



一

までに、その年中の退職所得の総額が確定したときは、その確定した日）以後に、税務署長に対し確定申告書を提出することにより、既に

源泉徴収された税額の一部又は全部について還付を受けることができる（所法173)。

この退職所得の選択課税による還付を受けるための申告について申告指導を行う場合は、以下の点に留意の上、書面にて申告書を作成す

る（参考：別添2 「退職所得の選択課税申告書の記載例について｣)。

なお、令和3年分以前の申告においては、申告書B様式を使用する。

1） 出国前の住所地又は居所地を管轄する税務署に提出する。

2） 納税管理人の届出書の提出がある場合は、納税管理人を通じて申告する。

3） 税額計算の対象となる退職金の金額は、国内源泉所得だけではなく、その支払い総額が対象となる。

１１１

１

１
２
３
４

１
１
１
１ 所得控除は全て適用できない。
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Ⅲ還付審査等における留意事項

外国人納税者については、通常の還付審査手順に加え、別添3 「還付申告書チェック表（外国人用)」に基づいて的確に還付審査を実施す
るとともに、申告指導に当たっては、外国人特有の還付審査のポイントを踏まえた適切な申告指導を行う。

なお、申告内容に不審点がある場合は、 など、不正還付の防止に努める。

1 還付審査のポイント

還付審査に当たっては、特に次の事項に留意する。

(1) 非居住者期間に生じた源泉分離課税で課税関係が終了する所得により還付を受けるこ

ととなっていないか

(2) 居住者期間に係る所得について、非居住者と同様、 20.42％の税率により源泉徴収さ

れているものはないか
q○・■｡●●■●gb0Dbbも●●●曲●●●■■■■■■■■■■■●●｡●●●凸｡●◆●｡◆◆●~｡｡●､●●●●F■■寺●■●●匂●●■■■■■

酌■■■亜■函■■■■■■函 “e■●再●●●･●●●■p卿

（ 至り､亘L力X弱 ‘ （署

在留カード番号等の内容と一致するか（又は申告指導時に内容が確認されているか）

(4)源泉徴収票が添付されている場合は､源泉徴収票に記載されている「住所･氏名｣欄が確定申告書や住民登録情報の内容と一致するか、
また、

(5) 国外居住親族に係る扶養控除等に関する還付申告の場合、次の問題がないか

①親族関係を証明する書類は、原本（あるいは原本確認済の表示をした写し）が添付されているか

※ 「親族関係書類」は、旅券の写しを除き、原本が必要である。

②親族関係を証明する書類は、公的機関が発行したものか

③証明内容について、 日本語訳又は英訳した書類が添付されているか

④証明書は国外居住親族の氏名・生年月日・続柄等を確認できる書類となっているか

⑤送金事実を証明する書類（以下「送金関係書類」 という｡）は、添付されているか

⑥送金内容は、申告年分に係るものか
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⑦
⑧
⑨

送金依頼人は、申告者本人となっているか

送金の受取人は、申告書上の国外居住親族となっているか

(6) 扶養控除等に関する還付申告の場合、上記(5)に加え、送金関係書類について、次の問題がないか

①外国送金依頼書の控え又はクレジットカードの利用明細書が添付されているか

②生活費等を現金で国外居住親族に渡しているものはないか

※生活費等を現金で手渡した旨の申立書は、送金関係書類に該当しない。

③扶養控除等の適用を受ける国外居住親族ごとに送金等を行っているか

2不正還付の事例

１
１
１
２
１
１

■■■■■■■■■
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別添2

退職所得の選択課税申告書の記載例について

次の①～③の退職手当を受け取った非居住者に係る退職所得の選択課税（所法171）の適用を受けるための申告書の記載例

①退職手当の支給額（源泉徴収前） 8,000,000円

②勤続年数 15年

③源泉徴収税額 1,633,600円

§令和【顕年分の尊議毒の､ 申告書 IZ重重Z]"
:速蕊蕊劉i § §罪悪.§_;員悪鰄湫躯;誰言更;詐凝

"の瞳蔚 ".iWW ; :"""":""
"~…“潟…鴛驚.;“;勤嗣者蕗 §目詩》出鍾詑の住騎

渥人〕蛤…人の唾.“ I･ゞ r… r唇…r…"ま苓靭
1”|苓雑O購測“|率膳禽緋も多l郵減潅澱>C×§×1潅潅膳訓執賑堅哩屍克 五

鱈蕊菫蕊
i津I麓騰 ＃ ； ￥ ； き き ガ 4I

腱 ：I制； ． ：鋤： §､f'掌"f息1

1韮1球fドミ虚§ ＃鯏
鶏I燕11 葦諺驚.：鼻ボゥ鮒
卜． ‐し全ロ ロ 一 名 』 ・ セ ，Z 壬 も モ■

I難麓

鍔…四｡瞳‘凸ﾛ申……－－……公且

鏑税者氏名

~~F弓震零一~下冨雇認讃一一F蕊憲＝

蕊

繍識

涛善慧崇

空舘

§： 韓鍔

■ 退疏所得の適択課税
一 令和睡雪年分の蟻鐵織の 申告害〈分葱“卿［＝■

■
璽

令菰15懸年分の蕊識”申告認
辰軍弓両言I■

靴鷲耀1管;. .1．：

倉

三
…

ﾖーーー
I認I畿灘幕灘灘麹慾I調i

’
鐸
織
》

鯉出師の住所
､÷中も ■■4~

《出園詩》出鍾詑の住瞬

く納税郡2人〕舶柾笹皿人の錘･氏名 I昼ゞ

卦

壜○I 蕊蕪

…鴬

1::7罰

Ｐ
Ｊ
１
尊
魚
戸
忌
串
呵
刀

…Ｔ溌霞年
分

I

鋤
一
郡
↓
辻
叶

慰謡潔冠鮒の僅涜畏畠詩の住厨
〃

〔出国閉〕･膿函雷廿の住所 戦

以
降
周

愈
盆
坤
爽

恐
可
碑
鎚

慰1 1 1 1塁

繕こ土茎
糾坤輯瓢鍍"､ ！ ‘1 ’1零

鋪I嵩函濃郵畢展1 1 陰
一一

謝蕊曇蕊銭嬢臘議#“蕊|；
:、茸働職跡雪露ぞこむ須惚‘ 竜
一~~郡竃.蕊~苑~鷺~~~ロー竃可ロー寵~斎~舂示~昼曹5零而更弄扇雨葡兎恩恵~一M辞

檸篭･蛾に液い
…＝ー■ーー…ｰ■

桧筈4発令再会&も

かり型分0

翰腿著名
2F 納税毛名〔鏑暁笹理人の住所･氏名〕

寵

灘穰

灘

琴
無
一

(齢就惣晒人〕紬瞬笹理人の住所・威名

鱒
審
掌
謹

動鍔釘錨没蟻存穆zT迩騨軸弗爽鼻圏窃凝公袷忽“

謹睾
鷲

鷺ｊ

輯舞

患塚官

:識

州一墾鞄

驚驚 Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

金 謡
苦
》
麦
瞼

〈
２
尭
茨 濃霊総雛

一
鰯
一
難

琴
一
溌
一
輻
一
率
一
心

》
蒜
鴨
一
州」

畷
塗
苧
鴬
珍
蕊
奉
撞
鯵
織
駕
ゞ
蕊
蕊

輔
帝
彊
一 》
》
》
雪
等

SaOaO;1篭

驚

臘
竿

蕊繕-津 警
韓
莞
苧
褒
・
第
二
蕊
窪

識

蕊鍵§筆
麓
懲
一
秒
一
騒
一
砿
牽
蕩
一
戦
一
嘩
一
惑
一
慾
蕩
一
認
一
曾
毒
蒜
一
泌
一
謬
一
認
一
翁
侮
醗
一
蕊
一
静
壷
浄

一
蕊
簿
職
鎧
篝

寺

．》

蕊
蕊
蕊
〉
蕊
蕊
評
瀞
鶏
蕊
醗
蕊
鰯
駕
謹
一
鐙
売
金
毎
謙
曾
幕

猿

分
一
鋤

津
簿

甥
一
》 胡

墓
認

分
閏
凋

嘩
一
賓

誰
奉
麗

諒
一
衆

等
』
野
一
蕊
一
静
奉
溌

碑
》
帝 琴

》
一
》

｡ 》
今 匡
グ ゥ

一

＄ ：
〃 牟

一

犀 R
J 4

一

＄ 2
口 ｡

ー

ヨ ；
霊
静 §
ー

： i
一

堂 ；
ーq

身
容

＝ﾛ

尋
か
一■

再
吋

一
か

卦

Ｉ
ｌ
Ｉ

蝕憲な殿 ｌ
郡
１
『
１
１ 鵜譲』

》
〔

隙篭 撚
遥
淵

擁夢斡暑
痔幾唾 －

甑霧贈訂暇謹、塁謂諏速灸簿に塞丁ら稿溺

翼零
:漂蕊霊 搗

卜
に
‐
に
鐸
唇
に
麺
隊
汐

容

義
燕

藩

窯

滝概

’

蓬
鐘農鑿 饗懸蕊饗

鍵

》》》

’
■
●
８
８
８
■
１
■

．
１
０
１
９
９
■

四
鞍
挺
鴬
笛
●
し
一

澤辮勢纈
誉
“
”
鉢
億
一

一

》
一
．
擢

蛎
毒
陸

趣
一
郵

令雑

C､k淫4*遮誰邸禰涜溺識臆鶴すも頓稚 U

醗蕊§礒請童電蓬冨爾I
お痘双塞鳴低嗣守鋼K京 猫

霊饗饗灘
評

一
一一百一

’ 豊『竺当；
壷
】
砥
賑
分燕T蕊烹T冒蕊.； 識粥鶏識

》
｜
》

蕊
” ﾂ 謡溌 …

柊
灘蕊幾簿 蕊韓

ドリ H箸.．.胃

黛霧
§ 1幹I癖険球劇測謬I胃
5

謹驚識計：競

瞬蕊蕪蕊
r報謬･識惑嘘i ii， ： ； ； ：

鰯1§ 1 を i罫I調リ ミ 1

ま

凸■④■

も■○四す▲

§

アア名

鐸＝~
綴制 斜 I緯I密f撫噌

静
術
海

き §.f~~ず冒諺．¥や写む令識.亀⑥

■■ ■

－19－

一

亀勤

麓孝曾個●永翠蕊

稗創栓麓i”愈侭鋸

學翌1饗I蜜:窪
u F

；

I

4

再

碓

渕 手弓'~..?､翌堅篭『了､

露 畷麓睦認闘

零落

ーー

騨究

'一浬

函
櫛毒
松制

誕人ゞ士糖

8.”､0m

躍暴識識.廷捗舘

6.“Oゞ“0



別添3

【表面】 【裏面】

－20－


